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東地裁総第766号

令和5年3月24日

朝倉佳秀殿

民事部所長代行者選挙長

東京地方裁判所長平木正洋

通 知 書

貴殿は､ このほど実施した民事部所長代行者の選挙の結果､民事部所長代行者に

選出されました。

なお、任期は、令和5年3月24日から同年12月31日までです．


